
スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞
適合性審査 第２回説明会

主催：公益財団法人日本障がい者スポーツ協会

①７月２０日（月）１４：００～１５：３０

②７月２１日（火）１４：００～１５：３０



主催者挨拶



審査制度の説明



スポーツ団体ガバナンスコード適合性審査 スキーム図

加盟中央競技団体（NF）

予備調査チーム

審査委員会

⑥統括3団体は、審査委員会の答申をもとに、
審査結果を機関決定(1月)4月

⑤審査委員会は、予備調査チームの報告内容を
について協議し、適合性審査報告書を
統括3団体へ答申(11～12月)2～3月

④予備調査チームは、審査委員会へ
予備調査報告書を提出(11～12月)2～3月

⑨統括3団体は、
審査結果を
円卓会議へ報告(３月)6月
※審査結果に審査所見が付された場合は、
審査所見も報告

諮問委員会として統括3団体で共同設置
統括団体役員と外部有識者で構成

弁護士、公認会計士、学識経験者等、3名程
度の調査員で予備調査チームを構成
予備調査チームは複数構成

※NFと予備調査チームの間での審査書類のやり取りや、審査委員会の開催準備等、
審査に係る事務手続きは、統括三団体が設置する審査委員会事務局が担う。

JOC JPSAJSPO 円卓会議

③予備調査チームは、予備調査報告書を
取りまとめる(10月)1月

②予備調査チームは、文書調査と
ヒアリング調査を実施(8～9月)11～12月

①NFは予備調査チームへ、
審査書類と証憑書類を提出(７月末締切)10月末

⑦統括3団体は、
適合性審査結果通知書、
要改善事項通知書を
NFへ通知(２月)5月
※要改善事項通知書は該当NFのみ

⑧統括3団体は、
審査結果を統括団体HP
で公表(２月)5月
※審査結果に審査所見が付された場合
は、審査所見も公表
※統括団体HPでは、審査委員会委員と
審査委員会議事録も公表

※令和2年度に限り赤字で示すスケジュールに変更



「適合性審査」と「自己説明及び公表」の関係図

2020

自己説明
及び公表

自己説明
及び公表

自己説明
及び公表

自己説明
及び公表

202320222021

スポーツ団体
ガバナンスコード

適合性審査

☆「ガバナンスコード適合性審査」は４年に１度
☆「自己説明及び公表」は毎年10月末まで

⇒令和２年度に限り、3月末まで

適合性審査は4年間の内、いずれかの年度に1度実施
審査実施年度は統括団体から指定



審査項目

通し番号
原則 審査項目

NF記入欄

自己チェック 自己説明 証憑書類

1

［原則1］

組織運営等

に関する基

本計画を策

定し公表す

べきである

（1）組織運営に関

する中長期基本計画

を策定し公表するこ

と

A

【審査基準（1）について】

『〇〇計画』という中長期基本計画を策定している。

【審査基準（2）について】

『〇〇計画』を当協会HPにて公表している。

参考URL：～～

【審査基準（3）について】

計画策定に当たり、～～という方法により、役職員や構成員から幅

広く意見を募っている。

1.『○○計画』

2.『△△年度第

◇回理事会議事

録』

2

［原則1］

組織運営等

に関する基

本計画を策

定し公表す

べきである

（2）組織運営の強

化に関する人材の採

用及び育成に関する

計画を策定し公表す

ること B

【審査基準（1）について】

現在、当協会では～～といった理由から、組織運営の強化に関する

人材採用及び育成に関する計画を策定していない。したがって、○

○委員会において、△△年□月を目途に策定する予定。

【審査基準（2）について】

上述のとおり計画を策定次第、当協会HPにて公開する予定。

【審査基準（3）について】

策定段階において、～～といった方法により、役職員や構成員から

幅広く意見を募る予定。

なし

審査書式について

➢12月16日説明会から、審査基準・証憑書類・補足に大きな変更はなし

➢書式に一部変更あり



審査書式について

➢審査項目９：役員の再任回数について、激変緩和措置が適用され

る場合の記入欄を別に設けた。審査基準に変更はなし。

9

［原則2］

適切な組織

運営を確保

するための

役員等の体

制を整備す

べきであ

る。

（3）役員等の新

陳代謝を図る仕組

みを設けること

②理事が原則とし

て10年を超えて在

任することがない

よう再任回数の上

限を設けること

【激変緩和措置（または例外措置）が適用される場合に記

入】

自己チェック 自己説明 証憑書類

審査項目

通し番号
原則 審査項目

NF記入欄



審査書式について
必ず提出する証憑書類

※本項に示す書類の他にも、自己説明に対応する証憑
補足

審査項目

通し番号
審査基準

（1）中長期基本計画を策定している。

（2）中長期基本計画を公表している。

（3）計画策定に当たり、役職員や構成員

から幅広く意見を募っている。

（1）中長期基本計画

（2）中長期基本計画を決定した理事

会の議事録

（1）競技力向上、普及、マーケティング、ガバナ

ンスなど、重要な業務分野ごとに、より詳細な計画

を策定し公表することが望まれる。

（2）各計画に基づく方策の実施状況、目標の達成

状況等について、定期的に把握・分析し、目標等の

修正、方策の改善を行うことが望まれる。

（3）中長期基本計画の内容として、例えば以下の

ような要素を含むことが考えられる。

①組織として目指すところ（ミッション、ビジョ

ン、戦略等）

②現状分析

③達成目標（具体的な最終到達地点、例えば10年

後、20年後など）

④戦略課題（現状と達成目標までのギャップを埋め

る上での課題）

⑤課題解決のための戦略及び実行計画（アクション

プラン）

⑥計画・実施・検証・見直しのプロセス（PDCAサ

イクル）

1

➢12月16日説明会から、審査基準・証憑書類・補足に大きな変更はなし

➢「補足」は、取り組むことがより望ましい事項や、例示、参考情報であ
り、審査項目の評価を判断する材料ではない。



➢ スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞

適合性審査 運用規則

➢ 同 審査委員会設置要項

➢ 同 審査委員会予備調査チーム設置要項

➢ 同 結果通知及び情報公開に関する規則

スポーツ団体ガバナンスコード適合性審査

関連規則等 一覧



(審査項目への評価) 

第７条 審査委員会は、ＮＦ向けコードの規定及び審査基準に基づき、各審
査項目に対し、以下の評価を決定する。

（１）Ａ：当該審査項目におけるＮＦ向けコードの規定を十分に遵守してい

ると認められる

（２）Ｂ：当該審査項目におけるＮＦ向けコードの規定を十分には遵守して

いないものの、直ちに遵守することが困難である具体的かつ合理

的な理由を説明し、遵守に向けた今後の具体的な方策や見通しに

ついて説明していると認められる。

（３）Ｎ：当該審査項目を自らに適用することが合理的でないと考える、合

理的な自己説明を行っていると認められる。

（４）Ｆ：前３号のいずれの評価にも当てはまらない。

運用規則について



(審査項目への評価) 

第７条

２ 審査委員会は、前項に基づくＢ評価のうち、現時点で審査項目に

対応していないことにより、近い将来、当該団体の組織運営に支障を

きたしかねないと判断されるものを「要改善事項」として指摘するこ

とができる。審査委員会が「要改善事項」を指摘した場合、統括三団

体は当該団体に対して、要改善事項通知書により、指定期日までに当

該審査項目の改善報告書の提出を求める。

運用規則について



（総合評価）

第８条 審査委員会は、各審査項目への評価に基づき、

以下の総合評価を決定する。

（１）適 合：全ての審査項目への評価に対して、Ｆが付されていない。

（２）不適合：全ての審査項目への評価に対して、

Ｆが一つ以上付されている。

２ 審査対象団体が審査書類及び規程等の証憑書類を提出しない場合、

審査委員会は、当該団体の総合評価を不適合とする。

運用規則について



(審査年度及び審査頻度) 

第５条

２ 適合性審査の実施頻度は、原則４年に１回とする。ただし、審査

結果が不適合となった団体又は第７条第２項に基づき「要改善事項」

が指摘された団体については、当該審査の翌年度に、統括三団体によ

る「フォローアップ」を受けるものとする。

３ 統括三団体は、加盟競技団体に重大な不祥事等が発生した場合、

予め通知した実施年度に関わらず、適合性審査を実施することができ

る。

運用規則について

「フォローアップ」は２種類

不適合となった場合 ⇒ 再審査

要改善事項が付された場合 ⇒ 改善状況の報告



（審査委員会の構成等）

第２条 審査委員会の構成員（以下、「委員」という。）
は、以下のとおりとし、統括三団体が委嘱する。

（１）統括三団体の理事（各団体から１名）

（２）弁護士 （１名以上３名以内）

（３）公認会計士（１名以上３名以内）

（４）学識経験者（１名以上３名以内）

委員会設置要項について



委員会設置要項について

区分 氏名 所属

弁護士 菊地裕太郎 菊地綜合法律事務所

公認会計士 小林久美 Tokyo Athletes Office 株式会社／株
式会社スポカチ

学識経験者 松永敬子 龍谷大学

学識経験者 松尾哲矢 立教大学

統括団体役員 森岡裕策 日本スポーツ協会

統括団体役員 籾井圭子 日本オリンピック委員会

統括団体役員 山田登志夫 日本障がい者スポーツ協会

委員名簿

・委員任期は、全団体の審査が一巡終了する、2024年3月末まで



（予備調査チームの構成等）

第２条 １つの中央競技団体の調査を行う予備調査チームの

調査員は、２名以上５名以内とし、スポーツ団体ガ

バナンスコード＜中央競技団体向け＞適合性審査委

員会（以下、「審査委員会」という。）委員長が委

嘱する。

２ 調査員は、弁護士、公認会計士又は学識経験者等が

務めるものとする。なお、調査員のうち、少なくと

も１名は弁護士とする。

（中略）

４ 予備調査チームは複数設置することができる。

５ 調査員は非公表とする。

予備調査チーム設置要項について



（情報公開）

第３条 統括三団体は、以下の項目について、各団体のホームページ
において公開する。

（１）適合性審査の結果

（２）スポーツ団体ガバナンスコード＜中央競技団体向け＞

適合性審査委員会（以下、審査委員会という。）の委員名簿

（３）審査委員会の議事録

２ 統括三団体は、適合性審査結果通知書に審査所見を付記した場合、

審査所見を各団体のホームページにおいて公開する。

３ 審査書類、証憑書類及び審査報告書等、本条に指定のない事項は

非公開とする。

情報公開について

審査結果は「適合／不適合」のみ公表
43項目の評価（A,B,N,F）は公表しない



審査の手引き等の説明



審査に関する書類 一覧

➢適合性審査と自己説明・公表の手引き

➢（様式1）適合性審査審査申請書

➢（様式2）審査書式

➢（様式3）証憑書類リスト

➢（様式4）自己説明・公表実施報告書

➢（様式5）自己説明・公表書式

適合性審査

自己説明・公表



JSCからの情報提供



質疑応答

※質問のある方は、チャットで「質問あり」とご記入ください。

こちらからご指名します。



本日はご多用の中、
ご参加いただきありがとうございました。


